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四
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衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
日
発
の
不
正
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
六
四
号 

 

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
九
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
日
発
の
不
正
事
件
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

日
発
事
件
を
衆
議
院
の
考
査
委
員
会
が
調
査
を
開
始
し
た
動
機
に
つ
い
て
は
関
知
し
て
い
な
い
。 

二 

日
発
事
件
に
つ
い
て
は
確
た
る
搜
査
の
端
緒
を
得
て
い
な
い
の
で
、
搜
査
を
開
始
し
て
い
な
い
。 

三 

田
中
淸
玄
氏
が
日
発
か
ら
金
員
を
受
け
た
と
の
事
実
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
い
な
い
。 

四 

特
別
審
査
局
員
に
は
竹
内
勝

と
い
う
者
は
い
な
い
が
、
元
同
局
第
二
課
勤
務
事
務
官
竹
田
勝

が
か
つ
て
覚
書
該
当

者
三
浦
義
一
に
対
す
る
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
一
号
違
反
容
疑
事
件
の
調
査
に
関
與
し
た
事
実
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
日

発
事
件
に
関
す
る
調
査
に
従
事
し
た
事
実
は
な
い
。 

同
事
務
官
が
本
年
九
月
六
日
付
特
別
審
査
局
近
畿
支
局
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
同
人
が
大
阪
出
身
者
で
あ
る
か
ら

私
生
活
の
都
合
上
同
支
局
勤
務
を
希
望
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。 

五 

特
別
審
査
局
に
お
い
て
前
記
三
浦
義
一
が
日
発
の
経
営
並
び
に
幹
部
の
人
事
問
題
に
介
入
し
た
と
の
情
報
を
入
手
し
た

こ
と
な
く
、
又
調
査
し
た
こ
と
も
な
い
。 



右
答
弁
す
る
。 

四 

 




